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総務市民委員会 会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和３年５月２５日（火曜日）

午前９時５９分開会 午前１０時１８分閉会

場 所 第１委員会室

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日 程

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項及び報告事項

（１）市長公室関係

（２）総務部関係

（３）市民生活部関係

４ その他

５ 閉 会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（８名）

委員長 今野 貴子

副委員長 吉田 博史

委 員 久松 猛

委 員 吉田 千鶴子

委 員 海老原 一郎

委 員 柴原 伊一郎

委 員 篠塚 昌毅

委 員 島岡 宏明

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（１０名）

市長公室長 川村 正明

総務部長 羽生 元幸

市民生活部長 塚本 隆行

財政課長 山口 正通

管財課長 秋山 太

環境保全課長 室町 和徳

環境衛生課長 渡辺 善弘

政策企画課主任政策員 冨田 知伸

政策企画課係長 奥山 成俊

財政課係長 小神野 昭博
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

主 任 津久井 麻美子

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（０名）

議 員 矢口 勝雄

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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○今野委員長 おはようございます。ただ今から総務市民委員会を開催いたします。委

員会室が広いため，会議録を作成するに当たり，発言が聞き取れない場合がありますの

で，発言をする方は挙手の上，マイクの使用をお願いします。また，今回は事前の委員

会でありますので，本会議に上程される案件についての詳しい質疑は，基本的に定例会

中の本委員会で行うことにしたいと思いますが，いかがでしょうか。

（「異議なし」という声あり）

○今野委員長 それでは，そのように御協力お願いいたします。では始めに，市長公室

からお願いいたします。

○川村市長公室長 それでは市長公室の総務市民委員会事前資料を御覧いただきたいと

思います。サイドブックスでは市長公室の件名一覧でございます。記載の通りですね，

昨年度実施をいたしました市民満足度調査の結果報告書及び令和３年度版財政ハンドブ

ックにつきまして，お手元にお配りをしておりますので，後ほど御覧をいただきたいと

思います。なお，同じ資料をデータとしては，サイドブックスのその他資料フォルダ，

計画・プラン等に掲載をしておりますので，よろしくお願いいたします。以上でござい

ます。

○今野委員長 ただ今説明のあった件について，何かございますか。

（「なし」という声あり）

○今野委員長 この件については，この程度としてよろしいですか。

（「はい」という声あり）

○今野委員長 そのほか，何か市長公室からございますか。

（「なし」という声あり）

○今野委員長 委員の皆さんからは何かございますか。

（「なし」という声あり）

○今野委員長 続きまして，総務部の案件につきまして，協議を行います。サイドブッ

クス総務部資料に基づきまして，資料①財産の取得について説明願います。

○秋山管財課長 管財課です。事前委員会資料の１ページ，サイドブックスでは総務市

民委員会，令和３年，５月２５日開催，総務部，左から２番目財産の取得についてをお

開けください。御説明します案件は，議会に議決すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第３条に該当する案件でございまして，財産取得の２，０００万円以上のも

のが該当いたします。今回，政策企画課からの案件で，つちうらリモートコンシェルジ

ュ構築に係る機器購入ですが，購入価格が２，０００万円を超えることから，議会の議

決をお願いするものでございます。当案件は，令和３年３月定例会で議決いただいた事

業で，新型コロナウイルス感染症対策として，対面申請等を回避するため，本庁舎内と

外部施設をリモートにより結ぶための機器４４台，これは本庁舎２７台，外部施設１７

台，デスクトップＰＣ，ディスプレイなどを購入するものになります。及びリモート用

システム，周辺機器を購入するものでございます。サイドブックスの１ページをお開け

ください。名称は，つちうらリモートコンシェルジュ構築に係る機器購入でございます。

契約金額につきましては，税込で２，１６４万８，０００円になります。契約の相手方
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としましては，関彰商事㈱総合エネルギーソリューション本部第１事業部関東第２支店

でございます。契約の方法につきましては，指名競争入札です。次の２ページをお開け

ください。３番の期限については，議会の議決を経た日から令和３年８月３１日でござ

います。また，７番に目的として，対面窓口及び会議をリモート化することにより，飛

沫防止，密状態の回避を実現し，新型コロナウイルス感染症対策を図る。また，外部施

設から本庁舎の窓口サービスを提供することにより，市民の移動負担を軽減し，行政サ

ービスの利便性を向上させるものです。８番の設置場所，台数は本庁舎２７台，各施設

１７台，各施設といいますのは，支所，地区公民館，保健センター，水道課でございま

す。合わせて４４台になります。このうち２台は予備ということになります。次の３ペ

ージをお開けください。本案件の運用イメージになります。外部施設等でタッチパネル

により職員を呼び出すことにより，窓口対応ができます。また，書画カメラに書類を映

すことにより，書類等の記入に対する相談や，申請書類のチェック，モニター越しで書

類に記入する等を行うことができるようになります。さらに，イメージにはありません

が，本庁舎と外部施設においてこのシステムを活用して，分散して通常の会議をするこ

とができるようになります。次の４ページをお開けください。導入製品の一覧表になり

ます。リモート用パソコン及びディスプレイ等４４台，リモート用システムとしまして

ジャパンメディアシステムクライアントライセンス５年分として一式，周辺機器として

ウェブカメラ，大会議用ウェブカメラ，書画カメラ等になります。５ページには入札の

結果を載せております。機器の取扱い可能な業者７社による指名競争入札で，落札額は

税抜１，９６８万円でございます。説明は，以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○今野委員長 ただ今説明のあった件について，何かございますか。

○篠塚委員 機器購入は分かりました。ただ実際に運用するのはこの８月３１日以降と

いうことですから，９月の定例会にでも分かればですね，実際にこう見せていただいて，

運用をどうしていくのかとか，設置場所とか今後決まっていくと思うんで，それをお願

いをしたいと思います。それからもう一点，この機器のメンテナンスについては，どの

ようにするのかだけちょっとお答えいただきたいと思います。

○秋山管財課長 機器の方につきましては，システム自身につきましては，ライブオン

というシステムを利用しております。こちらにつきましては，テレビ会議ができるシス

テムであり，庁内既存ネットワークが活用できるということで，こちらについては５年

間のイニシャルライセンスのためシステム使用料はかからない，なおかつメンテナンス

はそちらの方でやってもらえるということになります。ただし機器自身は普通のパソコ

ンになりますので，こちらにつきましては私どもの管理で故障とかそういうものがあれ

ば，直さざるを得ないということになります。

○今野委員長 この件については，この程度としてよろしいですか。

（「はい」という声あり）

○今野委員長 そのほか，何か総務部からございますか。

（「なし」という声あり）
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○今野委員長 委員の皆さんからは何かございますか。

（「なし」という声あり）

○今野委員長 続きまして，市民生活部の案件につきまして，協議を行います。サイド

ブックス市民生活部資料に基づきまして，資料①令和３年度市民生活部所管の計画策定

事業について説明願います。

○室町環境保全課長 環境保全課でございます。同じくサイドブックスの総務市民委員

会フォルダ，令和３年度，５月２５日開催，市民生活部のフォルダを選択していただき

まして①令和３年度市民生活部所管の計画策定事業についての１ページをご覧ください。

市民生活部の紙の資料でも，１ページとなります。令和３年度市民生活部所管の計画策

定事業について，御報告申し上げます。始めに，このページの表，１段目計画名第三期

土浦市環境基本計画について御説明いたします。現在，環境基本計画につきましては，

二期目の計画に則りまして，各種施策を推進しておりますが，令和３年度に現計画の計

画期間が終了となることから，事業の進行管理と併せまして，昨年度に実施したアンケ

ートデータに基づき総括を行い，新たな課題や視点を反映した次期計画を策定するもの

でございます。なお，当計画を調査，審議する環境審議会の委員の任期につきましては，

６月３０日までとなっており，新たな委員につきまして，総務市民委員会に対して，委

員の推薦を依頼しておりますので，御推薦よろしくお願いします。私からは以上でござ

います。

〇渡辺環境衛生課長 ただ今開いている同じ書類の真ん中から下半分，策定事業の二つ

目，第３次ごみ処理基本計画策定事業でございます。こちらを御説明させていただきま

す。始めに，趣旨でございますが，現在，第２次ごみ処理基本計画後期計画に基づき，

各種施策を推進しておりますが，今年度で，最終年度となることから，総括を行い，市

民の皆様の御意見，国，県の動向や社会情勢などを踏まえ，廃棄物減量等推進審議会で

御審議いただき，第３次計画を策定するものでございます。策定にあたりましては，市

民アンケートは２，０００人を予定しており，１２月にパブリックコメントを実施いた

します。計画期間は，令和４年度から１３年度までの１０年間，予算額は，委託料や委

員報酬などで，５２１万５，０００円でございます。説明は以上でございます。

○今野委員長 ただ今説明のあった件について，何かございますか。

（「なし」という声あり）

○今野委員長 この件については，この程度としてよろしいですか。

（「はい」という声あり）

○今野委員長 そのほか，何か市民生活部からございますか。

（「なし」という声あり）

○今野委員長 委員の皆さんからは何かございますか。

○篠塚委員 本郷地区に不法投棄されている残土の件で，経過や状況が分かれば報告し

ていただきたいと。

○室町環境保全課長 環境保全課です。篠塚委員からお話のございました本郷の不適切

残土に関してでございますが，場所につきましては茨城県の企業局の新治浄水場の脇，
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シルトピアという施設がありますけれども，その北側にあります。当初は土浦市で許可

した土地のみの残土の埋立てでございましたが，その後許可地外の土地にも別の事業者

が許可を取らずに残土の搬入をしていたという状況がございまして，搬入の停止を，県

の許可案件になってございますので，そちらで一緒に指導を行ったところでございます。

指導の中で市の方の許可地についても，許可地以外の残土が持ち込まれているという状

況もございまして，許可地の方につきましても，土砂搬入の停止を命じる措置のメール

をしたところでございます。再三指導をしていたところでございますが，市の方の事業

地についての事業主については，死亡してしまいまして，現在指導ができないような状

況でございますが，県の方の事業地については市と県が一緒に指導しているところでご

ざいましたが，県の方の事業地につきましても，千葉県の方で同様な許可違反をしてい

るということで，千葉県警の方で今回逮捕されまして，現在警察の方で勾留されている

ということで，今現在指導ができないという状況になっております。説明は以上でござ

います。

○篠塚委員 今すごい山盛り状態になっている。今後撤去するのはなかなか難しいかと

は思うんですが，引き続き県と連携してですね，管理をよろしくお願いしたいと思いま

す。

○室町環境保全課長 こちらの案件につきましては，今後も定期的にパトロールして状

況を確認しながら，推移を見守っていきたいと思います。今後県とも一緒に連携して指

導等どのようにやっていくかということで検討していきたいと思いますので，よろしく

お願いします。

○今野委員長 この件については，この程度としてよろしいですか。

（「はい」という声あり）

○今野委員長 そのほか，委員の皆さんからは何かございますか。

（「なし」という声あり）

○今野委員長 以上で総務市民委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。


